
交通の方法に関する教則（国家公安委員会告示第３号）
【第１章、歩行者と運転者に共通の心得（抜粋）】
くるま社会においては、歩行者も運転者もそれぞれの責任を自覚して、周りの

人に迷惑を掛けず、安全、快適に通行することができるような交通環境をつくり
あげるよう努めなければなりません。
そのためには、あらかじめ、車と交通について正しい知識を持ち、正しい交通

の方法を身に付けておくとともに、実際の交通の場においても、自分本位でなく
相手に対する思いやりの気持ちを持って、判断し、行動することが必要です。
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横断歩道のない場所から
道路を横断する歩行者が
いるかも！

凍結路面は
すぐに止まれません！

天候・路面状況に応じた

慎重な運転を！

少しでも早く見つけることで、回避できる事故があります！

〔湿潤路面〕
〔凍結路面〕

交通安全情報№３９
車と歩行者との事故に注意！
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